
必要となる契約手続き 

 

東証から直接情報を取得しますか？ 

「情報提供・使用許諾契約」 

が必要 
「エンドユーザによる情報の 

使用許諾に関する申請」 

が必要なエンドユーザ 
（直接契約エンドユーザ） 

 
（直接契約エンドユーザによる台数報

告及び料金については次頁以下を参照

してください） 

東証との契約手続き

は不要 

はい いいえ 

情報を第三者に提供しますか？ 

はい いいえ 

リアルタイム情報を取得しており（取得する予定であり）、か

つ取得形態が下記（１）～（３）のいずれかに該当しますか？ 

  

（１）情報提供元の情報ベンダー等が貴社のリアルタイム情

報のアクセス権の総数をシステム的に管理していな

い。 

（２）貴社は東証コロケーション施設内でリアルタイム情報

の受信を行っている。 

（３）東証からの電文形式のまま情報ベンダー等から情報受

信を行うなど、直接使用に準じた形態で情報の受信を行

っている。 

はい いいえ 



直接契約エンドユーザによるリアルタイム情報を利用する端末台数の報告は以下の通りとなります。（相場情報使用に関するポリシー7.4.4 参照） 
 

 
 

前頁(1)～
(3)のいず

れかに該

当するエ

ンドユー

ザか？ 
 

· エンドユーザは東証

との契約不要 
· 端末台数報告は情報

ベンダー等が管理

し、東証に報告 

東証に「エン

ドユーザに

よる情報の

使用許諾に

関する申請

手続き」が必

要 

No 

リアルタイ

ム情報への

アクセス権

総数を管理

しているの

は誰か？ 
 

情報ベンダー等が

管理し、東証に報告 

情報提供を

行う情報ベ

ンダー等 

エンド

ユーザ 
対象とな

るリアル

タイム情

報を使用

する端末

は？ 
 

 
選択した

報告方式

は？ 

情報表示を

行う端末 

情報非表

示端末 
Yes 定額

方式 

標準方式 

情報ベンダー等に対し

て報告し、情報ベンダ

ー等が東証に報告 

· 端末台数報

告不要 
· 東証に対し

て所定の料

金を支払い 

情報ベンダー等に対し

て報告し、情報ベンダ

ー等が東証に報告 



直接契約エンドユーザから東証に直接お支払いいただく料金は以下の２つです。 
 
① 板配信情報を受信する場合に板配信情報フィード受信料として月額 10 万円  
② 情報非表示機器について定額方式を選択した場合に月額 15 万円 
 
したがって、①板配信情報を受信していない、かつ、②情報非表示機器の利用がない又は情報非表示

機器について標準方式を選択している場合は、契約手続きは必要となりますが、東証からの直接の料金

のご請求は発生いたしません。 
 
 
 

  
 

 情報ベンダー等 

エンドユーザ（契約不要） 

東証 

直接契約エンドユーザ 

情報非表示機器 

情報表示を目的としないシステムに係る機器について定額方式を 
選択した場合、月額15万円を東証に対して支払い 

直接契約エンドユーザが板配信情報を受診する場合、 
板配信情報フィード受信料（月額10万円）を東証に対して支払い 

情報表示用の

システムに係る

ID数は従来通

り情報ベンダー

等に連絡 

情報表示機器 

・各端末のアクセス権をエンドユー

ザ側で管理 
・東証コロケーション施設で受信 
・東証電文形式で受信 

情報表示を目的としないシステムに

係る機器数も従来通りベンダーへ連

絡とすることも可能(標準方式) 

アクセス権を

情報ベンダー

側でシステム

的に管理 


